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は し が き 
 
 
 令和５年７月から同年１２月までの６ヶ月における運輸審議会の業務の概要を明

らかにするため、運輸審議会半年報をここに刊行する。 

 この半年報は、運輸審議会一般規則（昭和２７年運輸省令第８号）第７条の規定に

基づく業務報告書として作成したもので、同期間における運輸審議会の活動概要、事

案等の処理状況、当審議会の委員の構成等を集録している。 
 この半年報が運輸に関する諸問題の理解の参考になれば幸いである。 
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Ⅰ 今期の活動概要 

 
■ 概 況 

  今期は、審議案件が５件あり、答申を 

５件（鉄・軌道３件、自動車２件）行った。 
 

１ 審議案件 

○ 鉄・軌道 

 ５月３１日に諮問された名古屋鉄道株式

会社からの鉄道及び軌道の旅客運賃の上限

変更の認可申請について、６月１日・１３日・

２２日・２７日に審議の上、７月１３日に愛

知県にて申請者に対し意見聴取を実施し、同

月１４日に現地調査を実施した。更に同月 

１８日・２５日、８月１日に審議の上、同月

２２日に認可することが適当である旨回答

した。 

 ９月２５日に諮問された西日本旅客鉄道

株式会社及び東日本旅客鉄道株式会社から

の鉄道の特別急行料金の上限設定の認可申

請事案について、同月２６日、１０月５日・

１２・１９日、１１月９日に審議の上、同月

２０～２１日に大阪府にて申請者のうち西

日本旅客鉄道株式会社に対し意見聴取を実

施し、同日に現地調査を実施した。更に同月

２８日、１２月５日・１２日に審議の上、同

月１４日に申請どおり認可することが適当

である旨答申した。 

 

○ 自動車 

６月５日に諮問された阪急バス株式会社

からの一般乗合旅客自動車運送事業の運賃

の上限変更の認可申請について、同月６日・

１５日に審議を行い、７月４日に申請者に対

し意見聴取を実施した。更に同日・同月１１

日に審議の上、同月１８日に申請どおり認可

することが適当である旨答申した。 

７月１９日に諮問された西日本鉄道株式

会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の

運賃の上限変更の認可申請について、同月 

２０日・２７日に審議の上、８月２９日に福

岡県にて申請者に対し意見聴取を実施し、同

日に現地調査を実施した。更に同月３１日、

９月１２日・１９日に審議の上、同月２１日

に申請どおり認可することが適当である旨

答申した。 
 
 
２ その他案件 

○ 現地調査 

 ７月１４日に名古屋鉄道株式会社、８月 

２９日に西日本鉄道株式会社、１１月２０～

２１日に西日本旅客鉄道株式会社（現地調査

の時点で独立行政法人鉄道建設・運輸施設整

備支援機構が管理を行っていた施設を含む。）

について、現地調査を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 報告聴取 

６件の案件について報告を聴取した。 

名古屋鉄道株式会社からの鉄道及び軌道の旅客運
賃の上限変更の認可申請事案に関する現地調査 
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Ⅱ 運輸審議会審議事案等の処理状況 

令和 5 年 7 月 1 日から  
令和 5 年 12 月 31 日まで  

１ 事案処理状況 

 
区  分 

鉄
・
軌
道 

自

動

車 

航

空 

港

湾 
海

運 

運
輸
安
全 

そ

の

他 

計 

答 申 事 案 件 数 3 2 0 0 0 0 0 5 

 
うち公聴会を開催 0 0 0 0 0 0 0 0 

うち意見聴取を実施 2 2 0 0 0 0 0 4 

説 明 聴 取 事 案 件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 

事 後 通 知 事 案 件 数 3 0 0 0 0 0 0 3 

（注）本表における「答申事案件数」及び「説明聴取事案件数」については、それぞれ答申を

行った日及び説明聴取事案として認定した日を基準としている。 
 

２ その他の状況

 

区  分 
鉄
・
軌
道 

自

動

車 

航

空 

港

湾 

海

運 

運
輸
安
全 

そ

の

他 

計 

過 去 の 答 申 に 基 づ く  
フ ォ ロ ー ア ッ プ 件 数  

0 0 0 0 0 0 0 0 

報 告 聴 取 件 数 3 2 0 0 0 0 1 6 

現 地 調 査 件 数 2 1 0 0 0 0 0 3 

（注）鉄・軌道に係る現地調査については、名古屋鉄道株式会社からの鉄道及び軌道の旅客運

賃の上限変更の認可申請並びに西日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上

限設定の認可申請に係る審議の一環として実施したものである。また、自動車に係る現地

調査については、西日本鉄道株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の上限変

更の認可申請に係る審議の一環として実施したものである。
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Ⅲ 答申書 
 
鉄・軌道 

○国土交通省告示第 945 号（令和 5 年 9 月 8 日） 

 
 

国 運 審 第 ３ ８ 号 
令和５年８月２２日 

 
 
  国土交通大臣  斉藤 鉄夫 殿 
 
 
             運輸審議会会長  堀川 義弘  
 
 

答    申    書 
 

名古屋鉄道株式会社からの鉄道及び軌道の旅客運賃の 
上限変更の認可申請について 

 
 

令５第４００５号 
 
 

令和５年５月３１日付け国鉄事第１６８号をもって諮問された上記の事案につ

いては、審議した結果、次のとおり答申する。 
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主    文 
 

名古屋鉄道株式会社からの申請に係る鉄道及び軌道の旅客運賃の変更について

は、別紙に掲げる額を上限として認可することが適当である。 
 

理    由 
 
１．申請者は、平成７年９月１日の運賃改定の後、消費税に係る運賃改定を除き、

約２８年にわたり現行運賃を実施しているものである。その間、その運営する鉄

道事業及び軌道事業（以下「鉄軌道事業」という。）の利用者数は、平成１４年

度まで減少傾向が続いたが、一部路線の開業の効果等もあり増加に転じ、近年に

おいても社会経済情勢の影響を受けつつも、増加傾向が継続していた。 
  しかし、令和２年当初からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊

急事態宣言の発出等により、外出自粛やテレワークへの移行といった行動様式

の変容や中部国際空港の利用者数の激減等がみられた。 
このため、令和２年度の利用者数は、前年度に比較して２４．８％の減少とな

り、利用者数が回復に転じた令和３年度においても収支率は８６．４％に留ま

っている。 
申請者は、事業を展開している中京都市圏の公共交通機関の分担率が低く、

その運営する鉄軌道事業の輸送密度がいわゆる大手民鉄の中では低い水準にあ

り、ワンマン運転の拡大や駅業務の効率化等の経営合理化に取り組んできたが、

今後の需要及び経費の見通しを踏まえ、厳しい経営環境が継続する見込みであ

るとしている。 
申請者は、そのような状況下においても、鉄軌道事業を継続し、地域の公共交

通の使命を果たしていくためには、安全・安心・安定輸送の確保に必要な既存設

備の更新に加え、社会環境の変化に合わせた投資が必要不可欠であり、事業運

営に要する経費の削減のみでは上記の施策の実施は困難であるとして、旅客運

賃の上限変更認可を申請したものである。 
 
２．国土交通大臣は、鉄軌道事業者からの旅客運賃の上限の変更の認可にあたって

は、鉄道事業法第１６条第２項並びに軌道法第１１条第１項及び関係通達に基

づき、当該旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原

価に適正な利潤を加えたものを超えないものであることを確認のうえ、鉄道事

業法第１６条第１項及び軌道法第１１条第１項の認可をするものとされてい

る。 
 
３．当審議会は、本事案の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局から
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聴取した説明等に基づいて検討を行ったほか、申請内容に関し、擬制キロの適

用に関する考え方、沿線自治体との対話の状況、鉄軌道事業の生産性向上に向

けた取組や将来の事業展開に向けた方針等について申請者から意見聴取を行う

とともに、現地視察を行った。その結果は次のとおりである。なお、本件につい

ては当審議会の職権による公聴会の開催を決定したものの、一般公述の申出が

なかったことから、開催の取消を行っている。 
平年度（原価計算期間）である令和６年度から令和８年度までの３年間の収入

算定の基礎となる現行運賃を維持した場合の総収入は合計２５８，０４７百万

円、適正な総括原価（能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加

えたもの）は２８３，０６４百万円と推定されるので、差引き２５，０１７百万

円の不足を生ずるものと見込まれる。 
これに対して、旅客運賃の上限を主文のとおり改定した場合、総収入は 

２７８，９８９百万円、適正な総括原価は２８３，０６４百万円と推定されるの

で、差引き４，０７５百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 
 

４．申請者は、令和２年当初からの新型コロナウイルス感染症の影響を受けた需要

見通しについて、利用目的等により差異はあるものの、テレワークの定着等に

より、コロナ禍前の需要への回復は見通せないとしている。この点については、

過去の輸送実績と沿線人口の相関関係等を基に算出した同感染症がなかったと

した場合の需要の趨勢や、公的機関が実施した調査のデータ等を根拠としたも

のであり、かつ所管局が別途実施した外部委託調査結果の想定範囲内にあるこ

とを勘案すると、合理性が認められる。 
また、申請者からは、安全や利用者サービス改善等に資する設備投資の実施に

関する方針のほか、沿線自治体、グループ企業や他の事業者との連携を含めた

取組を通じた沿線の活性化により定住人口の増加や安定的な鉄道需要の創出に

取り組むとする方針等についても確認した。 
これらを踏まえ、安全・安心・安定輸送の確保や、利用者サービスの更なる向

上を図りつつ、持続的な鉄軌道事業の実現に向けた取組を前提とする原価を推

定した結果、本件申請に係る旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の

下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるので、

本件申請は上記２．の認可基準に適合するものと認められる。 
  したがって、鉄道事業法第１６条第１項及び軌道法第１１条第１項に基づき、

国土交通大臣が本件申請を認可することは適当であると認める。 
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要望事項 
 
 新型コロナウイルス感染症の法的な位置づけが変更されたが、同感染症に起因

する行動様式の変容が鉄軌道事業に与える影響については、未だ不透明な面があ

る。名古屋鉄道株式会社の鉄軌道事業における需要見通しは一定の合理性が認め

られるものの、テレワークの実施状況や中部国際空港の利用者数の動向等により、

想定された需要と実績が乖離する可能性がある。このため、国土交通大臣は、本件

申請の認可にあたり、鉄道事業法第５４条各項及び軌道法第２６条の趣旨に基づ

き、期限に係る条件を付すことを検討されたい。 
また、付された期限までの間の名古屋鉄道株式会社の経営実績について、実績が

想定された収支率となっているかの検証結果及び計画された設備投資への取組状

況について、毎年、書面で提出されたい。 
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別紙 

すべての運賃は消費税及び地方消費税を含んだ額である。 
１ 鉄道及び軌道の普通旅客運賃 
  現行の運賃の上限を次のとおり変更する。 

（単位：円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３キロまで 180 

３キロを超え４キロまで 210 

４キロを超え７キロまで 250 

７キロを超え８キロまで 270 

８キロを超え 12 キロまで 330 

12 キロを超え 16 キロまで 400 

16 キロを超え 20 キロまで 460 

20 キロを超え 24 キロまで 510 

24 キロを超え 28 キロまで 570 

28 キロを超え 32 キロまで 630 

32 キロを超え 36 キロまで 690 

36 キロを超え 40 キロまで 750 

40 キロを超え 44 キロまで 830 

44 キロを超え 48 キロまで 900 

48 キロを超え 52 キロまで 980 

52 キロを超え 56 キロまで 1,050 

56 キロを超え 60 キロまで 1,120 

60 キロを超え 64 キロまで 1,190 

64 キロを超え 68 キロまで 1,270 

68 キロを超え 72 キロまで 1,320 

72 キロを超え 76 キロまで 1,380 

76 キロを超え 80 キロまで 1,430 

80 キロを超え 85 キロまで 1,500 

85 キロを超え 90 キロまで 1,550 

90 キロを超え 95 キロまで 1,610 

95 キロを超え 100 キロまで 1,670 

100 キロを超え 110 キロまで 1,760 

110 キロを超え 120 キロまで 1,860 

120 キロを超え 130 キロまで 1,950 

130 キロを超え 143 キロまで 2,050 
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２ 鉄道及び軌道の定期旅客運賃 
  現行の運賃の上限を次のとおり変更する。 

 通勤定期旅客運賃（１か月） 
（単位：円） 

１キロまで 5,570 

１キロを超え２キロまで 6,270 

２キロを超え３キロまで 6,960 

３キロを超え４キロまで 7,670 

４キロを超え５キロまで 8,360 

５キロを超え６キロまで 9,040 

６キロを超え７キロまで 9,720 

７キロを超え８キロまで 10,410 

８キロを超え９キロまで 11,090 

９キロを超え 10 キロまで 11,780 

10 キロを超え 11 キロまで 12,470 

11 キロを超え 12 キロまで 13,030 

12 キロを超え 13 キロまで 13,600 

13 キロを超え 14 キロまで 14,170 

14 キロを超え 15 キロまで 14,740 

15 キロを超え 16 キロまで 15,320 

16 キロを超え 17 キロまで 15,880 

17 キロを超え 18 キロまで 16,450 

18 キロを超え 19 キロまで 17,030 

19 キロを超え 20 キロまで 17,350 

20 キロを超え 21 キロまで 17,680 

21 キロを超え 22 キロまで 18,030 

22 キロを超え 23 キロまで 18,350 

23 キロを超え 24 キロまで 18,690 

24 キロを超え 25 キロまで 19,010 

25 キロを超え 26 キロまで 19,360 

26 キロを超え 27 キロまで 19,670 

27 キロを超え 28 キロまで 20,010 

28 キロを超え 29 キロまで 20,290 

29 キロを超え 30 キロまで 20,590 

30 キロを超え 31 キロまで 20,860 
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31 キロを超え 32 キロまで 21,160 

32 キロを超え 33 キロまで 21,430 

33 キロを超え 34 キロまで 21,720 

34 キロを超え 35 キロまで 22,000 

35 キロを超え 36 キロまで 22,300 

36 キロを超え 37 キロまで 22,570 

37 キロを超え 38 キロまで 22,840 

38 キロを超え 39 キロまで 23,140 

39 キロを超え 40 キロまで 23,420 

40 キロを超え 41 キロまで 23,690 

41 キロを超え 42 キロまで 23,950 

42 キロを超え 43 キロまで 24,210 

43 キロを超え 44 キロまで 24,480 

44 キロを超え 45 キロまで 24,730 

45 キロを超え 46 キロまで 24,980 

46 キロを超え 47 キロまで 25,250 

47 キロを超え 48 キロまで 25,510 

48 キロを超え 49 キロまで 25,770 

49 キロを超え 50 キロまで 26,030 

50 キロを超え 51 キロまで 26,230 

51 キロを超え 52 キロまで 26,460 

52 キロを超え 53 キロまで 26,670 

53 キロを超え 54 キロまで 26,900 

54 キロを超え 55 キロまで 27,110 

55 キロを超え 56 キロまで 27,310 

56 キロを超え 57 キロまで 27,540 

57 キロを超え 58 キロまで 27,740 

58 キロを超え 59 キロまで 27,950 

59 キロを超え 60 キロまで 28,050 

60 キロを超え 61 キロまで 28,170 

61 キロを超え 62 キロまで 28,270 

62 キロを超え 63 キロまで 28,370 

63 キロを超え 64 キロまで 28,480 

64 キロを超え 65 キロまで 28,580 

65 キロを超え 66 キロまで 28,700 
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66 キロを超え 67 キロまで 28,800 

67 キロを超え 68 キロまで 28,920 

68 キロを超え 69 キロまで 29,020 

69 キロを超え 70 キロまで 29,120 

70 キロを超え 71 キロまで 29,220 

71 キロを超え 72 キロまで 29,350 

72 キロを超え 73 キロまで 29,450 

73 キロを超え 74 キロまで 29,550 

74 キロを超え 75 キロまで 29,650 

75 キロを超え 76 キロまで 29,760 

76 キロを超え 77 キロまで 29,860 

77 キロを超え 78 キロまで 29,980 

78 キロを超え 79 キロまで 30,080 

79 キロを超え 80 キロまで 30,190 

80 キロを超え 81 キロまで 30,290 

81 キロを超え 82 キロまで 30,390 

82 キロを超え 83 キロまで 30,490 

83 キロを超え 84 キロまで 30,620 

84 キロを超え 85 キロまで 30,720 

85 キロを超え 86 キロまで 30,820 

86 キロを超え 87 キロまで 30,940 

87 キロを超え 88 キロまで 31,040 

88 キロを超え 89 キロまで 31,160 

89 キロを超え 90 キロまで 31,260 

90 キロを超え 91 キロまで 31,370 

91 キロを超え 92 キロまで 31,470 

92 キロを超え 93 キロまで 31,570 

93 キロを超え 94 キロまで 31,670 

94 キロを超え 95 キロまで 31,800 

95 キロを超え 96 キロまで 31,900 

96 キロを超え 97 キロまで 32,000 

97 キロを超え 98 キロまで 32,100 

98 キロを超え 99 キロまで 32,210 

99 キロを超え 100 キロまで 32,310 

100 キロを超え 101 キロまで 32,390 
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101 キロを超え 102 キロまで 32,450 

102 キロを超え 103 キロまで 32,500 

103 キロを超え 104 キロまで 32,570 

104 キロを超え 105 キロまで 32,620 

105 キロを超え 106 キロまで 32,680 

106 キロを超え 107 キロまで 32,730 

107 キロを超え 108 キロまで 32,790 

108 キロを超え 109 キロまで 32,840 

109 キロを超え 110 キロまで 32,900 

110 キロを超え 111 キロまで 32,990 

111 キロを超え 112 キロまで 33,040 

112 キロを超え 113 キロまで 33,100 

113 キロを超え 114 キロまで 33,160 

114 キロを超え 115 キロまで 33,210 

115 キロを超え 116 キロまで 33,270 

116 キロを超え 117 キロまで 33,320 

117 キロを超え 118 キロまで 33,390 

118 キロを超え 119 キロまで 33,440 

119 キロを超え 120 キロまで 33,500 

120 キロを超え 121 キロまで 33,560 

121 キロを超え 122 キロまで 33,630 

122 キロを超え 123 キロまで 33,690 

123 キロを超え 124 キロまで 33,740 

124 キロを超え 125 キロまで 33,810 

125 キロを超え 126 キロまで 33,870 

126 キロを超え 127 キロまで 33,920 

127 キロを超え 128 キロまで 33,980 

128 キロを超え 129 キロまで 34,030 

129 キロを超え 130 キロまで 34,090 

130 キロを超え 131 キロまで 34,140 

131 キロを超え 132 キロまで 34,230 

132 キロを超え 133 キロまで 34,290 

133 キロを超え 134 キロまで 34,340 

134 キロを超え 135 キロまで 34,400 

135 キロを超え 136 キロまで 34,450 
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通学定期旅客運賃（１か月） 
現行の運賃の上限を据え置きとする。 

 
  

136 キロを超え 137 キロまで 34,510 

137 キロを超え 138 キロまで 34,570 

138 キロを超え 139 キロまで 34,630 

139 キロを超え 140 キロまで 34,690 

140 キロを超え 141 キロまで 34,740 

141 キロを超え 142 キロまで 34,820 

142 キロを超え 143 キロまで 34,880 
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○国土交通省告示第 6 号（令和 6 年 1 月 9 日） 

 
 

国 運 審 第 ４ ７ 号 
令和５年１２月１４日 

 
 
  国土交通大臣  斉藤 鉄夫 殿 
 
 
             運輸審議会会長  堀川 義弘  
 
 

答    申    書 
 

西日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の 
特別急行料金の上限設定の認可申請について 

 
 

令５第３００１号 
 
 

令和５年９月２５日付け国鉄事第４１６号をもって諮問された上記の事案につ

いては、審議した結果、次のとおり答申する。 
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主    文 
 

西日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定については、別

紙に掲げる額を上限として認可することが適当である。 
 

理    由 
 
１．申請者は、北陸新幹線の金沢・敦賀間が令和６年３月１６日に開業する見込み

となったことから、同区間に係る新幹線鉄道の特別急行料金（以下「新幹線特急

料金」という。）の上限を設定しようとして、本申請を行ったものである。 
また、同区間については、東日本旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ東日本」とい

う。）と直通運転を行うこととなっており、両社を跨る区間について利用者から

収受した新幹線特急料金については、申請者とＪＲ東日本の協定に基づき、北

陸新幹線の長野・金沢間開業時と同様の方法で両社へと配分されることとなっ

ている。このため、ＪＲ東日本も、新たに開業する小松・敦賀間の各駅と東京・

飯山間の各駅間に係る新幹線特急料金の上限を設定しようとして本申請と同一

内容の申請を行っている。 
 

２．国土交通大臣は、鉄道事業者からの新幹線特急料金の上限の設定の認可にあた

っては、鉄道事業法第１６条第２項に基づき、当該料金の上限による総収入が、

能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないも

のであることを確認のうえ、同条第１項の認可をするものとされている。 
 
３．当審議会は、本件の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局から聴

取した説明等に基づいて検討を行った。また、申請内容に関し、金沢・敦賀間の

開業に伴う北陸地方と関西圏・中京圏及び首都圏との間の流動への影響の想定

とそれに対する対応方針並びに敦賀駅等において北陸新幹線と在来線特急との

乗換えが生じることへの対応方針等について、申請者から意見聴取を行った。加

えて、当該乗換えに係る施設の整備状況等に関し、現地視察を行った。これらに

より、安全で安定した輸送の確保や、敦賀駅等における乗換えに関して、開業後

に継続して利用者利便の確保に取り組む方針等についても確認した。 
その結果は次のとおりである。なお、本件については公聴会の開催の申出がな

かったことから、公聴会は開催していない。 
平年度（原価計算期間）である令和６年度から令和８年度までの３年間の総収

入の合計は１０８，８６２百万円、適正な総括原価（能率的な経営の下における

適正な原価に適正な利潤を加えたもの）は、合計１１０，３７６百万円と推定さ

れるので、差し引き１，５１５百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 
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４．これらを踏まえ、原価を推定した結果、本件に係る料金の上限による総収入が、

能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないも

のであるので、本件は上記２．に記載した認可基準に適合するものと認められ

る。 
また、１．に記載した国土交通大臣から本件と同時に諮問されたＪＲ東日本

の事案（令５第３００２号）についても認可基準に適合することを確認した。 
以上に鑑みれば、鉄道事業法第１６条第１項に基づき、国土交通大臣が本件

を認可することは適当であると認める。 
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要望事項 
 

１．国土交通大臣は、北陸新幹線の金沢・敦賀間の開業に伴い、同新幹線が首都

圏、北陸地方、関西圏・中京圏などの間の需要に対応すること及び列車の運行

体系が変化することに鑑み、同新幹線を共同して運営する西日本旅客鉄道株式

会社及び東日本旅客鉄道株式会社に対し、必要に応じて次の助言・指導を行っ

ていただきたい。 
（１）今般の開業後も、引き続き輸送の安全性・安定性を確保するとともに、特

に冬期の対策や緊急時の対応について、両社がより一層緊密に連携するこ

と。 
（２）異なる方面の利用者それぞれの利便性に最大限配慮したダイヤ編成とする

こと。 
 
２．国土交通大臣は、金沢・敦賀間を営業エリアとする西日本旅客鉄道株式会社

に対し、必要に応じて次の助言・指導を行っていただきたい。 
（１）大きく運行体系が変わる北陸地方と関西圏・中京圏との間の利用に関する

情報提供や特別企画乗車券の設定等により、利用者利便の向上に努めるこ

と。 
（２）開業後の状況を踏まえ、敦賀駅等における新幹線と在来線特急のより円滑

な乗換えの実現に努めること。 



  

別紙 
 

北陸新幹線（金沢・敦賀間）の特別急行料金の上限については、別表１及び別表２に掲げる額とする。 
 

別表１ 

（単位：円） 

駅 名 東 京 上 野 大 宮 熊 谷 
本 庄 
早稲田 

高 崎 
安 中 
榛 名 

軽井沢 佐久平 上 田 長 野 飯 山 

小 松 6,370 6,160 6,160 6,160 5,620 5,620 5,620 5,620 5,620 4,860 4,520 4,200 

加賀温泉 6,370 6,160 6,160 6,160 6,160 5,620 5,620 5,620 5,620 5,620 4,520 4,200 

芦原温泉 6,700 6,490 6,160 6,160 6,160 6,160 5,620 5,620 5,620 5,620 4,520 4,200 

福 井 6,700 6,490 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 5,620 5,620 5,620 5,290 4,200 

越前たけふ 6,700 6,490 6,490 6,160 6,160 6,160 6,160 5,620 5,620 5,620 5,290 4,200 

敦 賀 6,700 6,490 6,490 6,490 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 5,620 5,290 4,970 
 

別表２ 

（単位：円） 

駅 名 
上 越 
妙 高 

糸魚川 
黒部宇奈月 
温 泉 

富 山 新高岡 金 沢 小 松 
加 賀 
温 泉 

芦 原 
温 泉 

福 井 
越 前 
たけふ 

敦 賀 

小 松 2,640 2,640 2,640 1,870 1,870 1,870 - - - - - - 

加賀温泉 3,530 2,640 2,640 2,640 1,870 1,870 1,870 - - - - - 

芦原温泉 3,530 2,640 2,640 2,640 1,870 1,870 1,870 1,870 - - - - 

福 井 3,530 3,530 2,640 2,640 2,640 1,870 1,870 1,870 1,870 - - - 

越前たけふ 3,530 3,530 2,640 2,640 2,640 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 - - 

敦 賀 3,530 3,530 3,530 2,640 2,640 2,640 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 - 
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国 運 審 第 ４ ８ 号 
令和５年１２月１４日 

 
 
  国土交通大臣  斉藤 鉄夫 殿 
 
 
             運輸審議会会長  堀川 義弘  
 
 

答    申    書 
 

東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の 
特別急行料金の上限設定の認可申請について 

 
 

令５第３００２号 
 
 

令和５年９月２５日付け国鉄事第４１６号をもって諮問された上記の事案につ

いては、審議した結果、次のとおり答申する。 
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主    文 
 

東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定については、別

紙に掲げる額を上限として認可することが適当である。 
 

理    由 
 
１．北陸新幹線の金沢・敦賀間は、令和６年３月１６日に開業する見込みとなった。

同区間を運営する西日本旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ西日本」という。）と直

通運転を行うこととなる申請者は、金沢・敦賀間のうち、新たに開業する小松・

敦賀間各駅と申請者の運営する北陸新幹線の東京・飯山間各駅の区間（以下 
「２社跨り区間」という。）を利用する場合の新幹線鉄道の特別急行料金（以下

「新幹線特急料金」という。）の上限を設定しようとして、本申請を行ったもの

である。 
また、２社跨り区間について利用者から収受した新幹線特急料金については、

申請者とＪＲ西日本の協定に基づき、北陸新幹線の長野・金沢間開業時と同様

の方法で両社へと配分されることとなっている。このため、ＪＲ西日本も、２社

跨り区間に係る新幹線特急料金の上限を設定しようとして本申請と同一内容を

含む申請を行っている。 
 
２．国土交通大臣は、鉄道事業者からの新幹線特急料金の上限の設定の認可にあた

っては、鉄道事業法第１６条第２項に基づき、当該料金の上限による総収入が、

能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの（以下「総括原

価」という。）を超えないものであることを確認のうえ、同条第１項の認可をす

るものとされている。 
本件では、申請者には金沢・敦賀間に係る新たな原価及び収入が発生しないこ

とから、所管局では、２社跨り区間に係る新幹線特急料金について、各駅間の区

間ごとに、１．で述べた配分方法に基づき申請者へ配分される額が、北陸新幹線

の既開業区間における申請者の上限料金又は両社相互を発着する区間に係る申

請者への配分額を上回るものではないことを確認することで、申請者における

総収入が総括原価を超えないものと判断するとしている。 
 

３．当審議会は、本件の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局から聴

取した説明等に基づいて検討を行った。その結果は次のとおりである。なお、本

件については公聴会の開催の申出がなかったことから、公聴会は開催していな

い。 
金沢・敦賀間に関し新たに発生する原価及び収入がいずれもＪＲ西日本におけ
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るものであることを踏まえれば、２．に記載した所管局における審査の取扱い

には合理性があり、相当であると認められる。併せて、当審議会においても、申

請者への配分額について、既開業区間の上限料金又は配分額を超えていないこ

とについて確認を行った。 
 
４．これらを踏まえれば、本件は２．に記載した認可基準に適合するものと認めら

れる。 
また、１．に記載した国土交通大臣から本件と同時に諮問されたＪＲ西日本の

事案（令５第３００１号）についても認可基準に適合することを確認した。 
以上に鑑みれば、鉄道事業法第１６条第１項に基づき、国土交通大臣が本件

を認可することは適当であると認める。 
  



  

- 22 - 
 

要望事項 
 

１．国土交通大臣は、北陸新幹線の金沢・敦賀間の開業に伴い、同新幹線が首都

圏、北陸地方、関西圏・中京圏などの間の需要に対応すること及び列車の運行

体系が変化することに鑑み、同新幹線を共同して運営する東日本旅客鉄道株式

会社及び西日本旅客鉄道株式会社に対し、必要に応じて次の助言・指導を行っ

ていただきたい。 
（１）今般の開業後も、引き続き輸送の安全性・安定性を確保するとともに、特

に冬期の対策や緊急時の対応について、両社がより一層緊密に連携するこ

と。 
（２）異なる方面の利用者それぞれの利便性に最大限配慮したダイヤ編成とする

こと。 
  



   

 
 

別紙 
 

北陸新幹線（金沢・敦賀間）の特別急行料金の上限については、別表１に掲げる額とする。 
 

別表１ 

（単位：円） 

駅 名 東 京 上 野 大 宮 熊 谷 
本 庄 
早稲田 

高 崎 
安 中 
榛 名 

軽井沢 佐久平 上 田 長 野 飯 山 

小 松 6,370 6,160 6,160 6,160 5,620 5,620 5,620 5,620 5,620 4,860 4,520 4,200 

加賀温泉 6,370 6,160 6,160 6,160 6,160 5,620 5,620 5,620 5,620 5,620 4,520 4,200 

芦原温泉 6,700 6,490 6,160 6,160 6,160 6,160 5,620 5,620 5,620 5,620 4,520 4,200 

福 井 6,700 6,490 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 5,620 5,620 5,620 5,290 4,200 

越前たけふ 6,700 6,490 6,490 6,160 6,160 6,160 6,160 5,620 5,620 5,620 5,290 4,200 

敦 賀 6,700 6,490 6,490 6,490 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 5,620 5,290 4,970 
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自動車 

○国土交通省告示第 856 号（令和 5 年 8 月 3 日） 

 
 

国 運 審 第 ３ ２ 号 
令和５年７月 18 日 

 
 
  国土交通大臣  斉藤 鉄夫 殿 
 
 
             運輸審議会会長  堀川 義弘  
 
 

答    申    書 
 

阪急バス株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の 
運賃の上限変更の認可申請について 

 
 

令５第５００６号 
 
 
 令和５年６月５日付け国自旅第６５号をもって諮問された上記の事案について

は、審議した結果、次のとおり答申する。 
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主    文 
 

阪急バス株式会社からの申請に係る一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の変更

については、次の額を上限として認可することが適当である。 
（１）芦屋市内の特定地帯における路線 
 普通旅客運賃に係る均一制運賃を２５０円とする。 
（２）有野藤原台地区における路線 
 普通旅客運賃に係る均一制運賃を２５０円とする。 
（３）大阪府内及び兵庫県内の特定路線 
 １区を２５０円、以後１区増す毎に２０円加算の特殊区間制運賃とする。 
（４）兵庫県内の一部路線（旧阪急田園バスの路線） 
 対キロ区間制運賃の初乗運賃を１９０円とする。 
（５）その他の路線 

キロ当たり賃率３８円６０銭に基づく対キロ区間制運賃とする。ただし、最初の

２キロメートルまでの間についてはその２倍、２キロメートルを超え１０キロメ

ートルまでの間についてはその１倍、１０キロメートルを超え２０キロメートル

までの間についてはその０．９倍、２０キロメートルを超え３０キロメートルまで

の間についてはその０．８倍、３０キロメートルを超える部分についてはその 
０．７倍の賃率を適用するものとし、また、初乗運賃は１９０円とする。 
 
 

理    由 
 
１．申請者は、平成９年１月に運賃改定を行った後、少子高齢化に伴う人口減少等

により利用者数の確保について困難な環境が続いているものの、消費税率改定

に伴う税負担の転嫁を図るための運賃改定を平成２６年４月及び令和元年１０

月に行ったことを除いて、２６年余にわたり、現行運賃を実施している。 
  しかし、令和２年当初からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事

態宣言の発出等により、外出機会の減少やテレワークへの移行といった行動様

式の変容がみられ、輸送需要が大幅に落ち込んだ。これにより、大阪ブロック及

び兵庫ブロックともに令和２年度の利用者数が前年度に比較して約２３％減少

した。 
令和３年度には両ブロックで利用者数が回復に転じたものの、経常収支率は

いずれも約８３％に留まるとともに、今後の輸送需要は両ブロックともにコロ

ナ禍前の水準まで回復せず頭打ちになると推計されるなど、申請者を取り巻く

経営環境は引き続き厳しいものとなることが考えられる。他方で、深刻化する

運転者不足に対応するための要員確保に伴う人件費増や燃料価格の上昇に加え、

安全対策のための設備投資やバリアフリー車両への更新、環境対策車両の導入
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等により、運行にかかるコストは増加傾向にある。 
これらのことから、今後収支の均衡を保ち、公共交通としてのバス事業を安全

かつ安定的に継続していくためには運賃改定が必要と判断し、本件申請を行っ

たものである。 
 
２．国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業者からの旅客運賃の上限の変更

の認可にあたっては、道路運送法第９条第２項に基づき、当該旅客運賃の上限

による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた

ものを超えないものであることを審査の上、同条第１項の認可をするものとさ

れている。 
 
３．当審議会は、本事案の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局から

聴取した説明等に基づいて検討を行ったほか、長時間労働是正の要請を含む運

転者の処遇改善等、変化する経営環境への対応や、利用者への影響等を確認す

るため、申請者から意見聴取を行った。その結果は、次のとおりである。なお、

本件については公聴会の開催の申出がなかったことから、公聴会は開催してい

ない。 
 （１）大阪ブロック 

平年度（原価計算期間）である令和５年度１年間の運賃算定の基礎となる適正

な総括原価（能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの）

は９，７４５百万円、現行の旅客運賃による総収入（補助金を含む）は 
７，３３９百万円と推定されるので、差引き２，４０６百万円の不足を生ずるも

のと見込まれる。これに対して、旅客運賃の上限を主文のとおり改定した場合、

総収入（補助金を含む）は７，９４０百万円と推定されるので、差引き 
１，８０６百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 
（２）兵庫ブロック 

平年度（原価計算期間）である令和５年度１年間の運賃算定の基礎となる適

正な総括原価（能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたも

の）は８，３０２百万円、現行の旅客運賃による総収入（補助金を含む）は 
６，５００百万円と推定されるので、差引き１，８０２百万円の不足を生ずるも

のと見込まれる。これに対して、旅客運賃の上限を主文のとおり改定した場合、

総収入（補助金を含む）は６，９６９百万円と推定されるので、差引き 
１，３３４百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 

 
４．申請者は、令和２年当初からの新型コロナウイルス感染症の影響を受けた需

要見通しについて、利用者の行動様式の変容により、大阪ブロック及び兵庫ブ

ロックともにコロナ禍前の需要への回復は見通せないとしている。この点につ

いて申請内容は、コロナ禍前３年間（平成２９年度から令和元年度まで）の実績
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を基に算出したコロナ禍がなかった場合の需要の趨勢や、公的機関が実施した

調査のデータ等を根拠としたものであり、かつ所管局が別途実施した外部委託

調査結果の想定範囲内にあることを勘案すると、合理性が認められる。 
これらを踏まえた上で、バス事業を安定的に継続していくために必要となる、

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の改正（令和６年４月施行）

に対応するための人員確保や安全対策等に係る設備投資、燃料価格の上昇等を

前提とする原価を推定した結果、大阪ブロック及び兵庫ブロックともに本件申

請に係る旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原

価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるので、本件申請は上記２．の

認可基準に適合するものである。 
したがって、道路運送法第９条第１項に基づき、国土交通大臣が本件申請を認

可することは適当であると認める。 
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要望事項 
 

新型コロナウイルス感染症については、感染症対策としての法的な位置づけが

変更されたが、同感染症に起因する行動様式の変容が一般乗合旅客自動車運送事

業に与える影響については、未だ不透明な面がある。阪急バス株式会社の一般乗合

旅客自動車運送事業における需要見通しは一定の合理性が認められるものの、テ

レワークの実施状況等により、想定された旅客輸送量と実績が乖離する可能性が

ある。このため、国土交通大臣は、阪急バス株式会社の経営実績が想定された収支

率となっているか等の検証を行い、当該検証結果について書面で提出されたい。ま

た、検証結果を踏まえ、必要に応じて適切な措置を講じられたい。 
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○国土交通省告示第 1021 号（令和 5 年 10 月 10 日） 
 

 

国 運 審 第 ４ ２ 号 

令和５年９月２１日 

 

 

  国土交通大臣  斉藤 鉄夫 殿 

 

 

    運輸審議会会長  堀川 義弘  

 

 

答    申    書 

 

西日本鉄道株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の 

運賃の上限変更の認可申請について 

 

 

令５第５００７号 

 

 

 令和５年７月１９日付け国自旅第９６号をもって諮問された上記の事案につい

ては、審議した結果、次のとおり答申する。 
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主    文 

 

西日本鉄道株式会社からの申請に係る一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の変

更については、次の額を上限として認可することが適当である。 

（１）福岡市内の特定路線 

 １区を２２０円、２区を２８０円の特殊区間制運賃とする。 

（２）その他の路線 

キロ当たり賃率４２円５０銭に基づく対キロ区間制運賃とする。ただし、最

初の２キロメートルまでの間についてはその２倍、２キロメートルを超え１０

キロメートルまでの間についてはその１倍、１０キロメートルを超え２０キロ

メートルまでの間についてはその０．９倍、２０キロメートルを超え３０キロ

メートルまでの間についてはその０．８倍、３０キロメートルを超える部分に

ついてはその０．７倍の賃率を適用するものとし、また、初乗運賃は２２０円

とする。 

 

 

理    由 

 

１．申請者は、平成１０年８月１日の運賃改定の後、消費税に係る運賃改定を除

き、２５年余にわたり現行運賃を実施している。この間、その運営する一般乗

合旅客自動車運送事業の利用者数は、平成２０年度から平成２１年度にかけ減

少することがあったものの、それ以後令和元年度まで微増傾向であった。 

  しかし、令和２年当初からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊

急事態宣言の発出等により、外出機会の減少やテレワークへの移行といった行

動様式の変容がみられ、輸送需要が大幅に落ち込んだ。これにより、令和２年

度の利用者数は前年度に比較して約２９％の減少となり、令和３年度には利用

者数が回復に転じたものの、経常収支率は約９０％に留まっている。 

申請者は、バスの利用者数が令和元年度と比較して約２割減少した水準より

回復することなく頭打ちとなっている一方、運転者確保のための待遇改善に加

え、安全投資や環境投資、燃料費の高止まり等、コスト増の要因が山積してお

り、安定的かつ持続可能な公共交通ネットワークを提供し、地域の足を守ると

いうバス事業者の使命が揺らぎかねない状況にあるとしている。 

申請者は、こうした環境下における事業運営の改善を図るとともに、将来に

わたってバス事業の安全かつ安定的な継続を図るべく、本件申請を行ったもの

である。 

 

２．国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業者からの旅客運賃の上限の変

更の認可にあたっては、道路運送法第９条第２項に基づき、当該旅客運賃の上
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限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加え

たものを超えないものであることを審査の上、同条第１項の認可をするものと

されている。 

 

３．当審議会は、本事案の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局か

ら聴取した説明等に基づいて検討を行ったほか、申請者から意見聴取を行うと

ともに、現地視察を行った。その結果は、次のとおりである。なお、本件につ

いては公聴会の開催の申出がなかったことから、公聴会は開催していない。 

平年度（原価計算期間）である令和６年度１年間の運賃算定の基礎となる適

正な総括原価（能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたも

の）は３１，８７８百万円、現行の旅客運賃による総収入（補助金を含む）は

２５，５３４百万円と推定されるので、差引き６，３４４百万円の不足を生ず

るものと見込まれる。これに対して、旅客運賃の上限を主文のとおり改定した

場合、総収入（補助金を含む）は２９，２１９百万円と推定されるので、差引

き２，６５９百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 

 

４．申請者は、令和２年当初からの新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた

需要見通しについて、インバウンド需要の取り込みを見込む一方、テレワーク

の定着等の減少要因を考慮した結果、平年度において、コロナ禍前５年間（平

成２７年度から令和元年度まで）の実績の傾向に路線再編の計画等に基づく実

車走行キロの推計を加味した輸送人員の水準まで回復しないとしている。この

点については、令和４年度の輸送人員の実績や行政機関が実施した調査のデー

タ等を根拠としたものであり、かつ所管局が別途実施した外部委託調査結果の

推計範囲内にあることを勘案すると、合理性が認められる。 

また、申請者からは、意見聴取及び現地視察において、運転者の離職防止や

人材の確保に向けた待遇改善の取組のほか、車両投資等を再開する方針に加

え、環境対策車両の研究開発・導入をはじめとした環境負荷低減に取り組んで

いること等についても確認した。 

これらを踏まえ、バス事業を安定的に継続していくために必要となる原価を

推定した結果、本件申請に係る旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営

の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるの

で、本件申請は上記２．の認可基準に適合するものと認められる。 

したがって、道路運送法第９条第１項に基づき、国土交通大臣が本件申請を

認可することは適当であると認める。 
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要望事項 

 

 新型コロナウイルス感染症の法的な位置づけが変更されたが、同感染症に起因

する行動様式の変容が一般乗合旅客自動車運送事業に与える影響については、未

だ不透明な面がある。西日本鉄道株式会社の一般乗合旅客自動車運送事業におけ

る需要見通しは一定の合理性が認められるものの、インバウンド需要の状況やテ

レワークの実施状況等により、想定された旅客輸送量と実績が乖離する可能性が

ある。このため、国土交通大臣は、西日本鉄道株式会社の経営実績が想定された

収支率となっているか等の検証を行い、当該検証結果について書面で提出された

い。また、検証結果を踏まえ、必要に応じて適切な措置を講じられたい。 
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Ⅳ 意見聴取 
 
 鉄・軌道 

○名古屋鉄道株式会社からの鉄道及び軌道の旅客運賃の上限変更の認可申請事案 

 （令５第４００５号） 

開催月日 開催場所 出 席 者 氏 名 及 び 職 名 備考 

７月１３日 

愛知県名古

屋市中区三

の丸２－２

－１ 
 
名古屋合同

庁舎第１号

館 １１階

運輸大会議

室 

名古屋鉄道株式会社 

申請者 

髙﨑 裕樹 代表取締役社長 社長執行役員 

鈴木 清美 
代表取締役 副社長執行役員 
鉄道事業本部長 

坂野 公治 
専務執行役員 鉄道事業本部 
副本部長兼安全統括部長 

福田 衛司 
執行役員 鉄道事業本部 
副本部長兼運転保安部長 

牧野 英紀 
執行役員 鉄道事業本部 
副本部長兼鉄道事業改革室長兼計画部長 

成瀨 友晃 鉄道事業本部 計画部 計画課長 

 

 

○西日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定の認可申請事案 

 （令５第３００１号） 

開催月日 開催場所 出 席 者 氏 名 及 び 職 名 備考 

１１月２１日 

大阪市北区

芝田二丁目

４－２４ 
 
西日本旅客

鉄道株式会

社 
本社会議室 

西日本旅客鉄道株式会社 

申請者 

長谷川一明 代表取締役社長兼執行役員 

岩城 弘明 理事鉄道本部営業本部長 

真鍋登志郎 鉄道本部営業本部副本部長 

平塚 康雄 鉄道本部営業本部課長 
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自動車 

○阪急バス株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の上限変更の認可申請事案 

 （令５第５００６号） 

開催月日 開催場所 出 席 者 氏 名 及 び 職 名 備考 

７月４日 
運輸審議会 
審議室 

阪急バス株式会社 

申請者

井波  洋 代表取締役社長 

河﨑 浩一 常務取締役 自動車事業本部長 

野澤 俊博 自動車事業本部 営業企画部長 

矢野 健二 経営企画部課長 

吉岡 徹郎 自動車事業本部 営業企画部業務課長 

坂  俊介 自動車事業本部 営業企画部業務課係長 

 

 

　○西日本鉄道株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の上限変更の認可申請事案 

 （令５第５００７号） 

開催月日 開催場所 出 席 者 氏 名 及 び 職 名 備考 

８月２９日 

福岡県福岡

市博多区博

多駅前三丁

目５番７号 
 
西日本鉄道

株式会社 
本社会議室 

西日本鉄道株式会社 

申請者

林田 浩一 代表取締役 社長執行役員 

松本 義人 常務執行役員 自動車事業本部長 

東  欣哉
執行役員 自動車事業本部 
副本部長兼計画部長 

吉田  透
執行役員 自動車事業本部 副本部長 
兼人財戦略推進室長 兼業務部長 

山口 哲生 自動車事業本部 技術部長 

中嶋建太郎 自動車事業本部 計画部計画担当課長 

 

 



- 35 - 
 

Ⅴ 報告聴取 

月 日 事  案  の  内  容 説 明 部 局 

9 月 14 日 

鉄道運賃・料金制度のあり方に関する小委員会における

議論を踏まえた収入原価算定要領の見直しの方向性に

ついて 

鉄 道 局 

10 月 3 日 整備新幹線について 鉄 道 局 

10 月 17 日 地域公共交通の「リ・デザイン」について 総 合 政 策 局 

10 月 24 日 乗合バスの運賃改定に係る申請書類簡素化等について 物流・自動車局 

11 月 7 日 鉄道におけるテロ対策について 鉄 道 局 

11 月 14 日 トラックの「標準的な運賃」の見直しについて 物流・自動車局 
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Ⅵ 委員の構成等 
（令和５年１２月３１日現在） 

○委員 

区                          分 氏 名 
会 長 堀 川 義 弘

会 長 の 職 務 を 代 理 す る 常 勤 の 委 員 和  田  貴  志

委 員（非 常 勤） 山  田  攝  子

委 員（非 常 勤） 二  村  真 理 子

委 員（非 常 勤） 三 浦 大 介

委 員（非 常 勤） 大  石  美 奈 子

 
 
○運輸安全確保部会に属する委員及び専門委員 

区                          分 氏 名 
部 会 長 和  田  貴  志

部 会 長 の 職 務 を 代 理 す る 委 員 山  田  攝  子

委 員 三 浦 大 介

専 門 委 員 稲  葉    緑

専 門 委 員 井  料  美  帆

専 門 委 員 小 松 原  明  哲

専 門 委 員 酒  井  ゆ き え

専 門 委 員 佐 藤 泰 弘

専 門 委 員 渡  辺  研  司

 

 

○事案処理職員 

官                          職 氏 名 

総合政策局 次長（運輸審議会審理室長） 岩 城 宏 幸

総合政策局 運輸審議会審理室 評価官 渋 武 容

総合政策局 運輸審議会審理室 企画官 木 村 久 美

総合政策局 運輸審議会審理室 課長補佐 山 口 秀 太

総合政策局 運輸審議会審理室 課長補佐 浅 井 亮 平

総合政策局 運輸審議会審理室 課長補佐 松 田 純

総合政策局 運輸審議会審理室 課長補佐 藤 澤 正 幸

総合政策局 運輸審議会審理室 専門官 宮 田 誠

総合政策局 運輸審議会審理室 係長 廣 井 才 人

総合政策局 運輸審議会審理室 係長 堤 大 地

総合政策局 運輸審議会審理室 係長 田 﨑 未 来

総合政策局 運輸審議会審理室 係員 近 田 一 紀

総合政策局 運輸審議会審理室 係員 長 津 朋 哉
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